
北大阪急行線延伸関係者会議幹事会 設置要綱（

 

（名 称） 

第１条 本会議は、北大阪急行線延伸関係者会議幹事会（以下

う。）と称する。 

（目 的） 

第２条 北大阪急行線延伸計画（以下「延伸計画」という。）

関係各団体のトップが参加する「北大阪急行線延伸関係者会

とを目的とする。 

（構 成） 

第３条 幹事会は、別表に掲げる委員により構成する。 

（運 営） 

第４条 幹事会には、出席委員の互選による座長を置き会議を

２ 幹事会を円滑に運営するため、幹事会のもとにワーキング

３ 委員は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴

（事務局） 

第５条 幹事会に事務局を置き、大阪府都市整備部交通道路室

面市地域創造部北大阪鉄道延伸課がその任にあたる。 

２ 事務局は、幹事会を招集する。 

（その他） 

第６条  この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営等に関し

幹事会に諮り決定するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月 日から施行する。 

 

別表 

 氏名 職名 

委員 大森 浩一 大阪府 都市整備部 交通道路室 都

委員 伊藤 哲夫 箕面市 副市長 

委員 具田 利男 箕面市 市長政策室長 

委員 小泉 正己 箕面市 地域創造部長 

委員 上村 正美 阪急電鉄株式会社都市交通事業本部都

委員 松本 敬史 北大阪急行電鉄株式会社 取締役 鉄

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 浪越 祐介 国土交通省 近畿運輸局 企画観光部

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 川崎  廣 国土交通省 近畿運輸局 鉄道部 計

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 山口 勝彦 国土交通省 近畿運輸局 鉄道部 監

 

資料－１－② 

案） 

「幹事会」とい

の事業化に向け、

議」を開催するこ

進行する。 

グループを置く。 

くことができる。 

都市交通課及び箕

必要な事項は、

市交通課長 

市交通計画部長 

道部長 

 交通企画課長 

画課長 

理課長 


